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１ 目的

本研究では、法学における統合理論が欧州統合における国家主権概念をどのように把握す

るか、という問題について検討を加えることを目的とする。

この統合理論というのは、２０世紀前半におけるドイツの代表的公法学者の１人である、

ルドルフ・スメント（1882-1975）が展開した、国家概念に関する考え方であるが、これは、

当初は、第２帝政が崩壊した後の不安定なワイマール共和国を正当化する論理として位置づ

けられながらも、現在では、いまだ進行しつつある欧州統合、あるいは、超国家組織として

の欧州連合を正当化する論理として注目されているところである。しかしながら、現在、こ

うしたスメント・ルネサンスというべき現象があるとはいえ、本来、国家を弁証するはずの

統合理論が、果たして、国家を超える欧州連合を弁証する論理として、そのまま通用するか

については、必ずしもドイツやヨーロッパにおいては、検討が加えられていない。そこで、

本研究では、スメント本人の理論は勿論、同じく現在注目されつつある、彼の弟子たち、と

りわけ、ウルリヒ・ショイナーとヘルベルト・クリュガーの国際法理論を参照しながら、欧

州統合プロセスに対する統合理論の適用可能性について検討する必要がある。

伝統的な公法学は、近代的な主権国家を前提として構成されているが、欧州統合など国際

化の進展は、当然、そうした公法学の前提そのものを掘り崩しつつある。とはいえ、欧州統

合や東アジア共同体の構想などについては、その結論的な望ましさから、国際政治学はとも

かく少なくとも国際法を含む法学において、必ずしもその理論的妥当性の検討は盛んではな

かった。そこでスメント理論に注目が集まるのであるが、その援用も、上記のような国家と

超国家組織の違いを深く顧慮するものではない。本研究は、彼の系統を引く弟子たちを参照

してこの問いを検討することに、特色があると思われる。

２ 方法

本研究は、おおまかに分けて、下記の二つの方法から構成される。

第一に、まずは、現在の欧州統合過程において、スメント統合理論がどのように援用され

ているのかについて検討する。

第二に、スメント統合理論の系統を引く、国際法学者クリュガーの国家論の観点から、欧

州統合理論がどのように構成可能かについて検討する。



３ 成果

第一に、欧州統合理論の現状について検討し、これにスメント理論やクリュガー理論を重

ねてみる作業を行った。この成果については、「欧州統合と統合理論——職務と代表による

欧州憲法理論の可能性」（埼玉大学）社会科学論集１２８号（２００９年１０月）１～２９

頁においてすでに公表済みである。

第二に、欧州統合理論の中でとくに問題となる規制緩和、中でも、郵政改革の問題を例に

しながら、欧州統合におけるドイツの国家主権の問題について検討を加えた。この成果につ

いては、ドイツにおける国際シンポジウム（フライブル大学（２００９年９月））において

口頭で報告を行い、更には、「Die Postreform und der Gewährleistungsstaat in Japan」（埼玉大

学）社会科学論集１２９号１～１１頁においてすでに公表済みである。
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